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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期
第１四半期
累計(会計)期間

第６期

会計期間
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日

自平成22年１月１日
至平成22年12月31日

売上高（千円） 348,103 1,449,972

経常損失（△）（千円） △392,795 △638,375

四半期（当期）純損失（△）（千円） △399,076 △642,307

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － －

資本金（千円） 4,704,830 3,710,830

発行済株式総数（株） 140,137 111,737

純資産額（千円） 5,672,006 4,083,064

総資産額（千円） 5,997,319 4,262,783

１株当たり純資産額（円） 40,474.72 36,541.74

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）

（円）
△3,224.54 △5,933.47

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
－ －

１株当たり配当額（円） － －

自己資本比率（％） 94.6 95.8

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
△329,055 △753,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
100,050 △115,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
1,981,042 662,832

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
5,667,834 3,915,765

従業員数（人） 60 56

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４．当社は第７期第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、それ以前については記載してお

りません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

  

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

　

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成23年３月31日現在

従業員数（人） 60（13）

　（注）従業員数は就業人員（契約社員を含む）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）は、当第１四半期会計

期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社は、当第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりま

せん。

(1）生産実績

　当社は生産を行っていないため、該当事項はありません。

　

(2) 商品仕入実績

　当第１四半期会計期間の商品仕入実績は次のとおりであります。

　
当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

前年同四半期比（％）

商品仕入（千円） 385,894 －

合計（千円） 385,894 －

　 

(3）受注状況

　当社は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

 

(4）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績は次のとおりであります。

　
当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

前年同四半期比（％）

商品販売（千円） 348,103 －

合計（千円） 348,103 －

　（注）１．当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。

相手先

当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

エーザイ株式会社 348,103 100.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社は、当第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりま

せん。また、文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期会計期間における当社事業の進捗状況は以下のとおりであります。

① 国内

開発第１号品である抗がん剤 SyB L-0501（一般名：ベンダムスチン塩酸塩）につきましては、平成22年12月10

日に薬価収載され、同日より業務提携先のエーザイ株式会社（以下「エーザイ」という）を通じて、「トレアキシ

ン®」の商品名で国内販売を開始しております。今回当社が製造販売承認を取得した適応症は、再発・難治性の低

悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫ですが、トレアキシン®の販売は堅調に増加し、当社のエー

ザイに対する販売も計画通り進捗いたしました。

適応症追加を目的に実施している、再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫を対象とする第Ⅱ相臨床試

験（日韓共同試験）につきましては、引き続き国内、韓国において治験を進めました。

未治療の多発性骨髄腫を対象とする第Ⅱ相臨床試験につきましては、国内で治験を進めました。当第１四半期会

計期間におきましては、未治療の多発性骨髄腫の患者さんへの投与は国内では初めてとなるため、本薬剤の有効

性、安全性、忍容性を確認するために実施した小規模な試験の結果について評価を行い、この評価結果を踏まえて

今後の治験計画の検討を行いました。

また、本剤のライフサイクル・マネジメントを推進すべく、上記以外の追加適応症の開発についても検討を行い

ました。

　

開発第２号品である経皮吸収型持続性制吐剤 SyB D-0701につきましては、平成22年12月より開始した第Ⅱ相臨

床試験を継続して実施いたしました。

なお、本剤については、当初はがん化学療法に伴う悪心・嘔吐を対象として開発することを検討しておりました

が、優れた治療薬がないため、よりアンメット・メディカル・ニーズの高い放射線療法に伴う悪心・嘔吐を先行し

て開発することとしております。

　

開発第３号品である抗がん剤 SyB 0702につきましては、第Ⅰ相臨床試験開始をサポートするための前臨床試験

を継続して実施いたしました。

なお、当該開発品は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が公募したイノベー

ション推進事業のうち、研究開発型ベンチャー技術開発助成事業において、「ナノテクノロジーによるHSP32を標

的とした抗がん剤の開発」事業として採択され、当該助成を受けて開発を進めてまいりました。なお、この助成期

間が平成23年２月に終了したため、当社は当第１四半期会計期間中にＮＥＤＯより助成金の一部を受領いたしま

した。

　

開発第４号品である全身性エリテマトーデス治療薬 SyB L-1001につきましては、国内での健康成人を対象とし

た第Ⅰ相臨床試験を実施すべく準備を進めました。

　

② 海外

SyB L-0501につきましては、シンガポールにおいて販売が順調に増加し、当社のエーザイに対する販売も計画通

り進捗いたしました。その他、韓国、台湾におきましても業務提携先であるエーザイ、イノファーマックス社により

開発が進められています。当第１四半期会計期間におきましては、韓国、台湾ともに、製造販売承認取得に向けた申

請後の当局対応が、同社により進められました。

　

③ 経営成績

以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は、SyB L-0501の国内向けの商品販売、およびシンガポール向けの

商品販売により、348,103千円となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、SyB L-0501の各適応症の臨床試験およびその準備、SyB D-0701の臨床試験、なら

びにSyB 0702の前臨床試験を中心として研究開発費を301,171千円計上したこと、その他の販売費及び一般管理費

を192,830千円計上したことから、合計で494,001千円となりました。

これらの結果、当第１四半期会計期間の営業損失は410,825千円となりました。また、ＮＥＤＯからの助成金受領

等により、営業外収益を52,672千円計上した一方、為替差損等により営業外費用を34,642千円計上したことから、

経常損失は392,795千円、四半期純損失は399,076千円となりました。
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④ 財政状態

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ1,734,535千円増加し、5,997,319千円となりまし

た。流動資産は5,952,990千円と前事業年度末に比べ1,740,190千円増加しました。これは、主として第三者割当増

資により現金及び預金が増加したため、その一部を安全性の高い有価証券に振り替えたことによるものです。ま

た、固定資産は5,654千円減少し、44,328千円となりました。

負債合計は、前事業年度末に比べ145,593千円増加し、325,313千円となりました。流動負債は、主として当社の開

発第一号品であるトレアキシン®の販売増加に伴い買掛金が増加したことから、前事業年度末に比べ145,495千円

増加し、323,380千円となりました。固定負債は、退職給付引当金のみであり、当第１四半期会計期間末は1,933千円

となりました。

純資産合計は、四半期純損失399,076千円を計上したこと等により、繰越損失（利益剰余金のマイナス）が増加

したものの、第三者割当による新株の発行を行った結果、資本金が4,704,830千円、資本準備金が4,674,830千円と

なり、それぞれ994,000千円増加したことから、前事業年度末に比べ1,588,941千円増加し、5,672,006千円となりま

した。この結果、自己資本比率は94.6％と前事業年度末に比べ1.2ポイント減少いたしました。

　

 (2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

1,752,069千円増加し、5,667,834千円となりました。

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の減少は、329,055千円となりました。これは、前払費用の減少38,197千円、立替金の減少

13,561千円、未払金の増加20,565千円、仕入債務の増加136,619千円等の増加要因があったものの、税引前四半期

純損失を398,126千円計上したこと、トレアキシン®販売増加に伴いたな卸資産が120,967千円増加したこと、そ

の他の流動資産の増加22,336千円、その他の流動負債の減少12,906千円等により資金が減少したことが主な要因

です。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の増加は、100,050千円となりました。これは、有価証券100,000千円が償還されたことが主

な要因です。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は、1,981,042千円となりました。これは、第三者割当による新株の発行により、

1,988,000千円を調達したことが主な要因です。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4）研究開発活動

当第１四半期会計期間における研究開発費の総額は、301,171千円であります。

なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

　 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年５月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 140,137 140,309  非上場

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。当社は

単元株制度は採用し

ておりません。

計 140,137 140,309 － －

（注）当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。

　

　 

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

<１>　平成17年６月20日臨時株主総会決議（第１回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）

新株予約権の数（個）（注）１ 3,610

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 3,610

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 50,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月21日

至　平成27年６月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切り捨て

ます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。

３．行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次

の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、

その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。

　

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

四半期報告書

 8/59



　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

分割・新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　分割・新規発行による増加株式数 　

　

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が１株当たりの行使価

額を適切に調整することができるものとします。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<２>　平成17年６月22日臨時株主総会決議（第２回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）

新株予約権の数（個）（注）１ 20

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 20

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 50,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月23日

至　平成27年６月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切り捨て

ます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。

３．行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次

の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、

その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

分割・新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　分割・新規発行による増加株式数 　

　

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が１株当たりの行使価

額を適切に調整することができるものとします。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として
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当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<３>　平成17年９月１日臨時株主総会決議（第４回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）

新株予約権の数（個）（注）１ 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 50

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 100,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年12月２日

至　平成27年９月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　100,000

資本組入額　　 50,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切り捨て

ます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。

３．行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次

の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、

その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

分割・新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　分割・新規発行による増加株式数 　

　

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が１株当たりの行使価

額を適切に調整することができるものとします。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<４>　平成17年９月１日臨時株主総会決議（第５回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）

新株予約権の数（個）（注）１ 845

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 845

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 100,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年２月１日

至　平成27年９月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　100,000

資本組入額　　 50,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切り捨て

ます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。

３．行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次

の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、

その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

分割・新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　分割・新規発行による増加株式数 　

　

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が１株当たりの行使価

額を適切に調整することができるものとします。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として
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当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<５>　平成18年３月31日定時株主総会決議（第６回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 130

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 130

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 100,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月19日

至　平成28年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　100,000

資本組入額　　 50,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切り捨て

ます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。

３．行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するとき（新株

予約権の行使により新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により調整するものとします。この行使価額の

調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の

日を通知するものとします。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が１株当たりの行使価

額を適切に調整することができるものとします。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または
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当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<６>　平成18年３月31日定時株主総会決議（第７回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 1,560

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,560

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 150,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月２日

至　平成28年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　150,000

資本組入額　　 75,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切り捨て

ます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と
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なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<７>　平成18年３月31日定時株主総会決議（第８回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 190

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 190

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 150,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年12月２日

至　平成28年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　150,000

資本組入額　　 75,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　<８>　平成18年12月１日臨時株主総会決議（第９回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 540

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 540

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 150,000

新株予約権の行使期間
自　平成21年１月24日

至　平成29年１月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　150,000

資本組入額　　 75,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と
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なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<９>　平成18年12月１日臨時株主総会決議（第10回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 240

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 240

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 150,000

新株予約権の行使期間
自　平成21年１月24日

至　平成29年１月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　150,000

資本組入額　　 75,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<10>　平成18年12月１日臨時株主総会決議（第11回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 300

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 300

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 150,000

新株予約権の行使期間
自　平成21年３月３日

至　平成29年３月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　150,000

資本組入額　　 75,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主
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総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<11>　平成18年12月１日臨時株主総会決議（第12回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 730

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 730

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 150,000

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月29日

至　平成29年８月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　150,000

資本組入額　　 75,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<12>　平成18年12月１日臨時株主総会決議（第13回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 1,220

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,220

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 150,000

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月29日

至　平成29年８月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　150,000

資本組入額　　 75,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主
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総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<13>　平成20年９月30日臨時株主総会決議（第14回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 1,870

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,870

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 120,000

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月１日

至　平成30年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　120,000

資本組入額　　 60,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<14>　平成20年９月30日臨時株主総会決議（第15回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 1,470

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,470

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 120,000

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月１日

至　平成30年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　120,000

資本組入額　　 60,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主
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総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<15>　平成20年９月30日臨時株主総会決議（第16回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 850

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 850

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 120,000

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月１日

至　平成30年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　120,000

資本組入額　　 60,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<16>　平成20年９月30日臨時株主総会決議（第17回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 710

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 710

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 120,000

新株予約権の行使期間
自　平成23年３月19日

至　平成31年３月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　120,000

資本組入額　　 60,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主
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総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<17>　平成20年９月30日臨時株主総会決議（第18回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 835

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 835

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 120,000

新株予約権の行使期間
自　平成23年３月19日

至　平成31年３月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　120,000

資本組入額　　 60,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<18>　平成20年９月30日臨時株主総会決議（第19回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 125

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 125

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 120,000

新株予約権の行使期間
自　平成23年３月19日

至　平成31年３月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　120,000

資本組入額　　 60,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主
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総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<19>　平成22年３月30日定時株主総会決議（第20回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 3,610

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 3,610

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 60,000

新株予約権の行使期間
自　平成24年４月１日

至　平成32年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 60,000

資本組入額　　 30,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<20>　平成22年３月30日定時株主総会決議（第21回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 2,865

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 2,865

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 60,000

新株予約権の行使期間
自　平成24年４月１日

至　平成32年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 60,000

資本組入額　　 30,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主
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総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<21>　平成22年３月30日定時株主総会決議（第22回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 1,530

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,530

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 60,000

新株予約権の行使期間
自　平成24年４月１日

至　平成32年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 60,000

資本組入額　　 30,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<22>　平成22年３月30日定時株主総会決議（第23回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 320

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 320

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 60,000

新株予約権の行使期間
自　平成24年10月15日

至　平成32年10月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 60,000

資本組入額　　 30,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または

当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または

退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主
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総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人

は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

　

<23>　平成23年３月30日定時株主総会決議（第24回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 1,920

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,920

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 70,000

新株予約権の行使期間
自　平成25年３月31日

至　平成33年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 70,000

資本組入額　　 35,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、また

は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

四半期報告書

41/59



　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一個に満たない端数は行使できないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれ

かに該当する場合にはこの限りではない。

（a）当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

（b）当社または当社の関係会社の顧問が契約満了により退任した場合。

（c）当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

（d）当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退

任または退職したものと取締役会が決議した場合。

③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続

人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<24>　平成23年３月30日定時株主総会決議（第25回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）　

新株予約権の数（個）（注）１ 1,950

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,950

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 70,000

新株予約権の行使期間
自　平成25年３月31日

至　平成33年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 70,000

資本組入額　　 35,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。

当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以

下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てます。

　

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率）

　

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調

整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を

適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、また

は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げます。

　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１ 　

分割・併合の比率 　

　

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

新規発行前の株式の株価 　

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数 　

　

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の一個に満たない端数は行使できないものとする。

②本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれ

かに該当する場合にはこの限りではない。

（a）当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

（b）当社または当社の関係会社の顧問が契約満了により退任した場合。

（c）当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

（d）当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退

任または退職したものと取締役会が決議した場合。
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③本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主

総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または

当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑥の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本

新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権者が

（a）本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

（b）本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑥の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続

人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑥本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年２月17日

（注）１ 
11,032 122,769386,1204,096,950386,1204,066,950

平成23年２月25日

（注）２ 
17,368 140,137607,8804,704,830607,8804,674,830

　（注）１．有償第三者割当

普通株式

発行価格　　　　 70,000円

資本組入額　　　 35,000円

割当先：セファロン インク

２．有償第三者割当

普通株式

発行価格　　　　 70,000円

資本組入額　　　 35,000円

割当先：ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合、ジャフコＶ２-Ｗ投資事業有限責任組合、他１名

３．第１四半期会計期間の末日後、平成23年４月26日を払込期日とする有償第三者割当増資による新株式172株

（発行価格　70,000円、資本組入額　35,000円、払込価額12,040千円）の発行により、資本金及び資本準備金が

それぞれ6,020千円増加しております。　

 

 

（６）【大株主の状況】

平成22年12月31日において大株主であったウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合は大株主でなくなり、

以下のジャフコＶ２-Ｗ投資事業有限責任組合が大株主となりました。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

ジャフコＶ２-Ｗ投

資事業有限責任組

合

東京都千代田区大手町一丁目５番１

号
　2,305 1.64
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 140,137 140,137

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

ります。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 140,137 － －

総株主の議決権 － 140,137 －

 

②【自己株式等】

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

 

２【株価の推移】

当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

　

　 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成23年１月１日から平成

23年３月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）に係る四半期財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

４．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に基づき前年同四半期との対比は

行っておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,466,170 2,314,484

売掛金 8,101 5,934

有価証券 3,201,664 1,701,323

商品及び製品 120,967 －

前払費用 58,159 101,905

立替金 72,520 86,081

その他 25,407 3,070

流動資産合計 5,952,990 4,212,800

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,591 2,631

工具、器具及び備品（純額） 18,977 19,295

有形固定資産合計 ※
 21,568

※
 21,927

無形固定資産

ソフトウエア 1,494 772

無形固定資産合計 1,494 772

投資その他の資産

敷金及び保証金 21,264 27,282

投資その他の資産合計 21,264 27,282

固定資産合計 44,328 49,982

資産合計 5,997,319 4,262,783

負債の部

流動負債

買掛金 137,788 1,168

未払金 147,055 124,323

未払法人税等 5,874 10,702

その他 32,662 41,690

流動負債合計 323,380 177,884

固定負債

退職給付引当金 1,933 1,835

固定負債合計 1,933 1,835

負債合計 325,313 179,719
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,704,830 3,710,830

資本剰余金 4,674,830 3,680,830

利益剰余金 △3,707,653 △3,308,577

株主資本合計 5,672,006 4,083,082

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △18

評価・換算差額等合計 － △18

純資産合計 5,672,006 4,083,064

負債純資産合計 5,997,319 4,262,783
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 348,103

売上原価 264,927

売上総利益 83,176

販売費及び一般管理費 ※
 494,001

営業損失（△） △410,825

営業外収益

受取利息 197

有価証券利息 583

助成金収入 51,891

その他 0

営業外収益合計 52,672

営業外費用

支払利息 303

支払手数料 5,547

株式交付費 6,958

為替差損 19,632

株式公開費用 2,201

営業外費用合計 34,642

経常損失（△） △392,795

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,331

特別損失合計 5,331

税引前四半期純損失（△） △398,126

法人税、住民税及び事業税 950

法人税等合計 950

四半期純損失（△） △399,076
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △398,126

減価償却費 1,803

差入保証金償却額 636

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98

受取利息 △780

支払利息 303

為替差損益（△は益） △32

株式交付費 6,958

支払手数料 5,547

売上債権の増減額（△は増加） △2,166

たな卸資産の増減額（△は増加） △120,967

前払費用の増減額（△は増加） 38,197

立替金の増減額（△は増加） 13,561

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22,336

仕入債務の増減額（△は減少） 136,619

未払金の増減額（△は減少） 20,565

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,906

その他 95

小計 △327,598

利息及び配当金の受取額 746

利息の支払額 △303

法人税等の支払額 △1,900

営業活動によるキャッシュ・フロー △329,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 100,000

敷金及び保証金の回収による収入 50

投資活動によるキャッシュ・フロー 100,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 1,988,000

株式の発行による支出 △6,958

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,981,042

現金及び現金同等物に係る換算差額 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,752,069

現金及び現金同等物の期首残高 3,915,765

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,667,834
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 　　資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適

用しております。

　これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ454千円増加し、税引前四

半期純損失及び四半期純損失は、それぞれ5,785千円増加しております。ま

た、当会計基準の適用開始により、投資その他の資産の「敷金及び保証

金」が5,331千円減少しております。 

 

　

　 

【表示方法の変更】

　該当事項はありません。　

　

　 

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第１四半期会計期間 
（自　平成23年１月１日 
 至　平成23年３月31日）

たな卸資産の評価方法 　当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前事業年

度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。　

　

　 

【追加情報】

　該当事項はありません。　
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成23年３月31日）

前事業年度末
（平成22年12月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、17,944千円でありま

す。

 

※　有形固定資産の減価償却累計額は、16,418千円でありま

す。 

 

　

　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

役員報酬 22,838千円

給与手当 58,442千円

退職給付費用 199千円

研究開発費 301,171千円

減価償却費　 1,625千円

　 　

　

　 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成23年３月31日現在）

　 （千円）　

現金及び預金勘定 2,466,170 

有価証券勘定 3,201,664 

現金及び現金同等物 5,667,834 
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成23年３月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23　

年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  140,137株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。　

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　　　　－千円　

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成23年２月14日開催の当社取締役会において、総額1,988,000千円（１株当たり発行価額70,000

円）の第三者割当増資を決議し、これに基づき平成23年２月25日に払い込みが完了いたしました。この結果、平

成23年２月25日付で、資本金は4,704,830千円、資本準備金は4,674,830千円となりました。

　

 

（金融商品関係）

　　当第１四半期会計期間末（平成23年３月31日）

　会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められる

事項はありません。

　

　　

（有価証券関係）

　　当第１四半期会計期間末（平成23年３月31日）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、当社の事業の運営において重要なものではないため、記載

を省略しております。

 

 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。　

 

　

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　当社は未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上は

しておりません。

 

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第24回 第25回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　５名 当社従業員　　　59名

株式の種類別のストック・オプション

の付与数（注）
普通株式　1,920株 普通株式　1,950株

付与日 平成23年３月31日 同左

権利確定条件

１．権利行使時において、当社または

当社の関係会社の取締役、監査役、

顧問または従業員の地位を有して

いること。ただし、任期満了による

退任、契約満了による退任、定年退

職、別途取締役会が認めた場合は

この限りではない。

２．当社株式が、証券取引所に株式公

開していること。

同左

対象勤務期間
対象勤務期間は定められておりませ

ん。
同左

権利行使期間
平成25年３月31日から

平成33年３月30日まで　
同左

権利行使価格（円） 70,000同左

付与日における公正な評価単価（円） 0 同左

　（注）株式数に換算して記載しております。

　

　

（資産除去債務関係）

前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

なお、当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用しているため、第１四半期会計期間の期首における残高を前事業年度末日残高としております。

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記

載を省略しております。

　

（追加情報）

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成23年３月31日）　

前事業年度末
（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額　 　40,474円72銭

　

１株当たり純資産額　 　36,541円74銭

　

　 

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 3,224円54銭　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

四半期純損失（千円） 399,076

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 399,076

期中平均株式数（株） 123,762

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

 会社法第236条、第238条、第239

条の規定に基づく新株予約権２

種類（新株予約権の数3,870

個）。

なお、概要は「第４　提出会社の

状況　１　株式等の状況　(2)　新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

　第三者割当増資の実施について 

　平成23年３月30日開催の当社取締役会において、総額12,040千円（１株当たり発行価額70,000円）の第三者割当増資を

決議し、これに基づき平成23年４月26日に払い込みが完了いたしました。この結果、平成23年４月26日付で、資本金は

4,710,850千円、資本準備金は4,680,850千円、発行済株式総数は140,309株となりました。なお、その詳細は以下のとおり

であります。

募集等の方法 第三者割当

割当先 当社取締役２名 当社従業員８名　

発行する株式の種類及び数
普通株式

52株　

普通株式

120株　

発行価額 １株につき金70,000円

発行総額 12,040千円

発行価額のうち資本へ組入れる額 １株につき金35,000円

資金の使途 研究開発費及び運転資金

 

　

　 

２【その他】

　該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成23年５月12日

シンバイオ製薬株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 古川　康信　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　真一郎　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシンバイオ製薬株式

会社の平成23年１月１日から平成23年12月31日までの第７期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年１月１日から平成

23年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、シンバイオ製薬株式会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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